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一
九
九
九
年
の
国
際
高
齢
者
年
に
関
す
る
諸
文
聲
の
中
で
は
、
高
齢
者
自
身
の
参
加
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
近
年
、
社
会
保
障
に
関
す
る
様
々
な
政
策
文
書
に
お
い
て
「
参
加
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
年
の
社
会
保
障
櫛
造
改
革
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
高
齢
者
等
の
改
革
の
影
響
を
直
接
受
け
る
人
々
が
そ

の
決
定
過
程
に
十
分
関
与
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
背
景
と
し
て
、
政
策
で
使
わ
れ
て
い
る
「
参
加
」
概
念
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
「
福
祉
援
助
や
サ
ー

ビ
ス
供
給
へ
の
参
加
」
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
」
等
の
供
給
主
体
と
し
て
の
参
加
、
も
し
く
は
高
齢
者
等
の
「
生
き
が
い
対

策
と
し
て
の
社
会
参
加
」
に
倭
小
化
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。
と
り
わ
け
前
者
に
つ
い
て
、
一
九
九
三
年
に
厚
生
省
か
ら
出
さ
れ
た

は
じ
め
に

目
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（
４
）

あ
ブ
Ｃ
ｏ

「
国
民
の
社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
」
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や

住
民
参
加
型
福
祉
活
動
等
へ
の
国
民
の
参
加
の
促
進
に
よ
っ
て
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
で
は
対
応
で
き
な
い
柔
軟
か
つ
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の

（
１
）

提
供
が
期
待
さ
れ
る
と
し
、
「
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
の
参
加
」
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

社
会
保
障
法
に
お
け
る
「
参
加
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
八
○
年
代
半
ば
以
降
、
社
会
保
障
法
の
分
野
に
お
い
て
も
地
方
分
権
化
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
一
九
九
○
年

の
い
わ
ゆ
る
福
祉
八
法
改
正
以
降
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
権
限
が
、
住
民
に
も
っ
と
も
身
近
な
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
し
べ

（
２
）

ル
に
委
譲
さ
れ
、
地
域
の
実
状
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
施
策
の
実
施
が
要
請
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
住
民
の
意
見
を
施
策
に
反

映
さ
せ
、
住
民
の
本
当
に
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
の
住
民
参
加
制
度
は
、
国
レ
ベ
ル
及
び
都
道
府
県
レ
ベ
ル
に
比
べ
、
極
め
て
わ
ず
か
し

か
制
度
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
住
民
参
加
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
実
態
と
し
て
も
、
’
九
六
○
年
代
以
降
、
住
民
参

加
を
核
に
保
健
・
医
療
の
先
進
的
な
取
り
組
み
を
し
て
き
た
諸
自
治
体
１
代
表
的
な
例
と
し
て
は
、
岩
手
県
沢
内
村
、
長
野
県
八
千
穂

（
３
）

村
、
長
野
県
松
川
町
等
が
有
名
で
あ
る
Ｉ
に
お
い
て
、
近
年
、
住
民
参
加
が
停
滞
、
後
退
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
と
り
わ
け
自
治
体
に
お
け
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
に
関
す
る
住
民
参
加
に
焦
点
を
あ
て
、
社
会
保
障
法

に
お
け
る
住
民
参
加
を
い
か
に
制
度
化
し
て
い
く
べ
き
か
、
住
民
参
加
を
停
滞
さ
せ
て
い
る
障
壁
は
何
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
自
治
体
で

現
実
に
住
民
参
加
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
条
件
は
何
か
に
つ
い
て
、
理
論
及
び
実
態
の
両
側
面
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で

本
稿
で
は
、
今
後
こ
の
よ
う
な
検
討
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
現
行
の
社
会
保
障
立
法
の
う
ち
直
接
的

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
立
法
に
お
け
る
住
民
参
加
規
定
に
つ
い
て
整
理
し
、
特
徴
及
び
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と



社会保障立法における住民参加制度の現状と問題点（高田清恵）7３

一
社
会
保
障
法
に
お
け
る
住
民
参
加
論
の
概
観

１
国
際
的
人
権
保
障
の
動
向
と
「
参
加
」

そ
こ
で
ま
ず
、
社
会
保
障
法
の
分
野
に
お
け
る
「
参
加
」
の
問
題
が
戦
後
の
国
際
的
人
権
保
障
の
発
展
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
き
た
か
を
概
観
す
る
。

世
界
人
権
宣
言
及
び
、
日
本
も
批
准
し
て
い
る
国
際
人
権
規
約
に
お
い
て
は
、
参
加
の
基
礎
で
あ
る
参
政
権
の
規
定
が
人
権
と
し

て
規
定
さ
れ
（
世
界
人
権
宣
言
二
一
条
、
市
民
的
及
び
政
治
的
椛
利
に
関
す
る
国
際
規
約
二
五
条
）
、
そ
の
後
、
国
際
障
害
者
年
、
国

際
高
齢
者
年
等
の
取
組
み
や
条
約
等
の
中
で
、
人
権
と
し
て
の
参
加
は
い
っ
そ
う
具
体
化
さ
れ
、
発
展
し
て
き
た
。

国
際
障
害
者
年
に
お
い
て
は
、
「
完
全
参
加
と
平
等
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
障
害
を
も
つ
人
々
を
保
護
さ
れ
る
者
、
あ
る
い
は
弱
者
と

し
て
で
は
な
く
、
権
利
の
主
体
、
行
動
す
る
主
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
完
全
参
加
」
と
は
、
障
害
を
も
つ
人
が
住
ん

で
い
る
社
会
に
お
い
て
、
社
会
生
活
と
社
会
の
発
展
の
す
べ
て
の
部
面
に
全
面
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一

に
国
際
的
レ
ベ
ル
、
国
家
レ
ベ
ル
、
地
方
、
地
域
レ
ベ
ル
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
へ
の
参
加
、
第
二
に
あ
ら
ゆ
る
活
動
領
域
へ
の
参

加
、
第
三
に
あ
ら
ゆ
る
形
態
で
の
参
加
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
四
に
、
非
常
に
広
範
に
わ
た
る
こ
れ
ら
の
参
加
の
う
ち
、

（
５
）

と
り
わ
け
政
治
参
加
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、
な
か
で
も
政
策
決
定
過
程
へ
の
参
加
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

国
際
高
齢
者
年
の
取
り
組
み
に
お
い
て
も
、
高
齢
者
の
尊
厳
と
人
権
保
障
に
関
す
る
原
則
を
う
た
っ
た
「
一
九
九
一
年
高
齢
者
の
た

め
の
国
連
原
則
」
で
は
「
参
加
」
を
原
則
の
一
つ
に
掲
げ
、
「
高
齢
者
は
、
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
維
持
す
べ
き
で
あ
り
、
高
齢
者
の

福
祉
に
直
接
関
係
す
る
政
策
の
立
案
お
よ
び
実
施
に
積
極
的
に
参
加
す
べ
き
で
あ
亙
匙
「
高
齢
者
は
、
高
齢
者
の
連
動
あ
る
い
は
団
体

を
課
題
と
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障
法
の
分
野
に
お
け
る
参
加
の
重
要
性
は
、
国
際
的
人
権
保
障
の
中
で
、
折
に
触
れ
て
指
摘
ざ
れ
発
展
し
て

き
て
い
る
。
と
り
わ
け
保
健
・
医
療
の
分
野
で
は
、
住
民
の
健
康
や
福
祉
を
保
障
す
る
た
め
に
は
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
直
接
の
対

と
り
わ
け
保
健
・
医
療
の
分
野
に
お
い
て
は
、
一
九
七
八
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
と
ユ
ニ
セ
フ
が
共
同
で
開
催
し
た
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ヘ
ル
ス

ケ
ァ
に
関
す
る
国
際
会
議
の
場
で
採
択
さ
れ
た
ア
ル
マ
・
ア
ダ
宣
言
に
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
同
宣
言
は
、
地
域
保
健
の
あ
り
方

の
基
本
方
針
を
提
示
し
、
地
球
上
の
す
べ
て
の
人
に
健
康
権
を
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
と
同
時
に
、
健
康
権
保
障
に
と
っ
て
意

味
の
あ
る
参
加
が
権
利
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
々
は
個
人
と
し
て
、
ま
た
集
団
と
し
て
自
ら
の
保
健
サ
ー
ビ
ス

（
９
）

の
企
画
と
実
施
に
参
加
す
る
椛
利
と
義
務
を
有
す
る
」
（
四
項
）
と
規
定
す
る
。

ま
た
、
看
護
職
員
等
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
労
働
者
す
な
わ
ち
専
門
家
の
参
加
に
つ
い
て
も
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
や
Ｉ
Ｌ
Ｏ
を
中
心
に
提
唱
さ

れ
て
き
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
一
九
七
七
年
に
「
看
護
臘
貝
の
箙
用
、
労
働
条
件
及
び
生
活
状
態
に
関
す
る
条
約
」
（
い
わ
ゆ
る
看
護
職
員
条

約
）
を
採
択
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
看
護
職
員
は
、
住
民
の
健
康
及
び
福
祉
を
保
障
し
向
上
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
う

（
前
文
）
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
「
看
護
業
務
の
企
画
へ
の
看
護
職
員
の
参
加
及
び
看
護
職
員
に
関
す
る
決
定
に
つ
い
て
の
看
護
職
員

と
の
協
議
を
促
進
す
る
た
め
、
国
内
事
情
に
適
す
る
方
法
に
よ
っ
て
措
置
を
と
る
」
（
第
五
条
一
項
）
こ
と
が
各
加
盟
国
に
求
め
ら
れ

（
７
）

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
特
徴
は
、
第
一
に
障
害
者
年
と
同
様
、
高
齢
者
本
人
及
び

そ
の
集
団
の
参
加
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
こ
で
も
決
定
過
程
へ
の
参
加
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の

点
は
障
害
者
年
よ
り
発
展
し
た
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
「
高
齢
者
の
福
祉
に
直
接
関
係
す
る
政
府
の
立
案
及
び
実
施
に
秘
極
的
に
参
加

（
８
）

す
べ
き
」
で
あ
る
と
‐
し
て
、
「
立
案
過
程
」
「
実
施
過
程
」
と
い
う
立
法
過
程
及
び
広
義
の
行
政
決
｛
正
過
程
へ
の
参
加
が
特
に
明
記
さ
れ

（
８
）

す
べ
き
」
で
あ
る
と
Ｉ
し
て
、
「

て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

（
い
）

て
い
う
③
。
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２
わ
が
国
の
学
説
に
お
け
る
「
住
民
参
加
」
論

わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
も
、
国
際
的
人
権
保
障
の
動
向
と
同
様
に
、
社
会
保
障
桜
分
野
に
お
け
る
「
参
加
」
を
権
利
と
し
て
保
障

す
べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
簡
単
に
概
観
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
社
会
保
障
法
分
野
も
含
め
た
住
民
参
加
一
般
の
根
拠
と
し
て
、
主
と
し
て
①
民
主
主
義
・
主
権
在
民
の
観
点
か
ら
、
②
適
正

（
川
）

手
続
き
の
観
点
か
ら
、
③
権
利
保
護
の
観
点
か
ら
（
司
法
的
救
済
の
限
界
か
ら
）
等
の
根
拠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
保
障
法
の
学
説
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
な
住
民
参
加
の
根
拠
に
加
え
、
社
会
保
障
法
に
お
け
る
住
民
参
加
の
独
自
の
意

（
吃
）

義
と
根
拠
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
第
一
の
説
は
、
生
存
権
に
参
加
の
根
拠
が
内
在
し
て
い
る
と
す
る
、
い
わ
ば
生
存
権
内
在
説
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
住
民
参
加
手
続
き
の
保
障
が
、
流
動
的
・
生
成
的
な
性
格
を
持
つ
生
存
権
を
、
具
体
的
な
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
法
的

（
肥
）

権
利
へ
と
具
体
化
し
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
な
手
段
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
説
は
、
社
会
保
障
の
権
利
の
性
質
・
構
造
か
ら
参
加
が
導
き
出
さ
れ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
社
会
保
障
の
実
体
的
権
利
を
実

現
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
と
し
て
参
加
が
不
可
欠
と
す
る
麺
や
、
国
家
の
管
理
・
介
入
が
不
可
避
で
あ
る
社
会
権
た
る
社
会
保
障

の
権
利
の
特
質
か
ら
、
権
利
主
体
の
主
体
性
回
復
と
民
主
的
統
制
の
不
可
欠
性
を
根
拠
と
す
る
瀝
等
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
一
一
一
の
説
は
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
人
間
の
尊
厳
の
理
念
か
ら
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
参
加
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
と
す

る
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
権
保
障
の
観
点
か
ら
は
、
人
間
の
尊
厳
の
理
念
を
具
体
化
し
た
原
則
の
一
つ
で
あ
る
「
自
己
決
定
原

理
」
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
患
者
や
住
民
の
「
参
加
権
」
と
医
擦
従
事
者
等
の
保
健
・
医
療
の
担
い
手
の
「
参
加
義
務
」
が
あ
る
と

象
と
な
る
本
人
の
参
加
と
並
ん
で
専
門
家
た
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
労
働
者
の
参
加
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

理
」
（

（
随
）

す
る
。
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い
ず
れ
も
社
会
保
障
法
に
お
け
る
「
参
加
権
」
の
根
拠
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
権
利
と
し
て
保
障
す
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
独
自
の
根
拠
を
も
っ
と
さ
れ
る
社
会
保
障
法
に
お
け
る
参
加
の
具
体
的
中
身
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら

れ
て
き
て
い
る
か
。
社
会
保
障
法
に
お
け
る
参
加
の
中
身
、
す
な
わ
ち
「
参
加
の
レ
ベ
ル
、
程
度
、
範
囲
、
形
態
」
と
い
っ
た
問
題
に

関
す
る
検
討
は
、
従
来
か
ら
「
制
度
的
参
加
の
具
体
的
構
想
に
つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
榊
想
を
説
得
力
あ
る
確
か
な
も
の
と
す

（
ロ
）

ろ
上
で
、
・
・
・
十
分
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
述
の
健
康
権
保
障
の
立
場
か
ら
は
、
医
療
保
障
に
お
け
る
参
加
の
中
身
と
し
て
、
す
べ
て
の
参
加
主
体
（
患

者
、
国
民
、
医
師
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
労
働
者
等
）
が
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
（
医
療
現
場
か
ら
国
ま
で
の
、
政
策
、
施
策
立
案
か
ら

企
画
、
決
定
、
実
施
ま
で
の
す
べ
て
の
段
階
）
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
（
交
渉
、
陳
情
、
請
願
あ
る
い
は
保
健
推
進
委
員
活
動
や
審
議
会
等

へ
の
参
加
）
の
多
様
な
参
加
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
参
加
の
主
体
の
違
い
か
ら
「
患
者
と
し
て
の
参
加
」
「
住
民
と

（
肥
）

し
て
の
参
加
」
「
人
椛
の
に
な
い
手
と
し
て
の
参
加
」
の
一
二
側
面
が
あ
る
と
す
る
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
住
民
参
加
を
促
す
社
会
的
条
件
や
制
度
的
基
盤
に
つ
い
て
、
「
福
祉
・
医
療
・
保
健
に
関
す
る
制
度
の
知
識
・
認
識
や
権

利
意
識
」
や
「
地
域
活
動
や
住
民
組
織
活
動
へ
の
参
加
状
況
」
を
ふ
ま
え
た
具
体
的
検
討
が
、
近
年
よ
う
や
く
試
み
ら
れ
て
き
て
い
る

（
い
）

と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
社
会
保
障
立
法
に
お
け
る
住
民
参
加
制
度
の
現
状

１
本
稿
の
課
題
と
検
討
対
象
の
限
定

以
上
、
参
加
論
の
国
際
的
状
況
及
び
学
説
レ
ベ
ル
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
簡
単
に
概
観
し
て
き
た
が
、
国
際
的
人
権
保
障
の
発
展
、
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と
し
て
、
現
行
の
保
錘

検
討
を
加
え
て
い
く
。

及
び
国
内
の
学
説
か
ら
は
、
社
会
保
障
の
分
野
に
お
け
る
権
利
と
し
て
の
参
加
が
提
唱
さ
れ
て
お
り
、
今
後
ど
の
よ
う
に
参
加
を
制
度

化
し
、
実
質
的
に
機
能
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
検
討
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
社
会
保
障
法
分
野
の
と
り
わ
け
自
治
体
レ
ベ
ル
の
「
住
民
参
加
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
基
礎
的
作
業

と
し
て
、
現
行
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
立
法
上
の
住
民
参
加
制
度
に
つ
い
て
、
参
加
主
体
、
参
加
段
階
、
参
加
形
態
と
い
う
観
点
か
ら

そ
の
際
に
、
行
政
法
学
上
の
「
住
民
参
加
」
の
定
義
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う
に
「
住
民
参
加
」
を
と
ら
え
る
こ

と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
「
住
民
参
加
」
と
い
う
と
き
の
「
住
民
」
と
し
て
は
、
「
住
民
」
と
い
う
立
場
で
行
う
場
合
に
限
定
せ

ず
、
基
本
的
に
、
自
治
体
当
該
に
居
住
し
て
い
る
者
と
と
ら
え
麺
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
と
な
る
本
人
、
家
族
や

関
係
者
、
本
人
・
家
族
や
関
係
者
以
外
の
一
般
住
民
、
地
区
の
役
員
、
医
者
・
看
護
婦
等
の
専
門
家
、
行
政
職
と
い
う
様
々
な
立
場
の

人
が
含
ま
れ
、
重
層
的
・
複
合
的
な
概
念
と
し
て
「
住
民
」
を
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
に
「
参
加
」
の
内
容
と
し
て
は
、
基
本
的
に
は
住
民
の
能
動
的
行
為
と
し
て
の
参
加
、
す
な
わ
ち
直
接
的
な
意
見
表
明
を
基
本

（
即
》

と
し
、
意
見
反
映
の
た
め
の
道
筋
ま
で
視
野
に
含
め
て
広
く
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
際
に
、
審
議
会
や
住
民
組
織
等
を
通
じ
て

意
見
を
表
明
す
る
、
間
接
的
な
ル
ー
ト
も
含
め
て
考
え
蕊
。
そ
れ
故
、
例
え
ば
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
や
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
へ
の
参

加
、
あ
る
い
は
例
え
ば
掃
除
を
す
る
な
ど
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
な
ど
に
つ
い
て
は
、
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
に
、
住
民
参
加
を
論
ず
る
中
心
的
な
領
域
と
し
て
、
行
政
決
定
過
程
へ
の
参
加
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
場
合
、
実
際
に
は
、

企
画
・
立
案
、
意
見
調
整
、
決
定
、
実
施
、
評
価
と
い
っ
た
多
様
な
過
程
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
広
義
の
行
政
決
定
過
程

を
視
野
に
い
れ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
但
し
、
事
後
的
な
権
利
救
済
過
程
で
あ
る
不
服
申
立
制
度
に
つ
い
て
は
検
討
の
対
象
か
ら

除
外
し
て
い
る
。
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２
｜
般
的
な
住
民
参
加
制
度
と
社
会
保
障
法

そ
れ
で
は
、
社
会
保
障
法
分
野
に
お
け
る
住
民
参
加
制
度
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
。

わ
が
国
で
は
、
住
民
の
直
接
参
加
制
度
と
し
て
、
憲
法
に
基
づ
く
直
接
民
主
主
義
制
度
及
び
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
直
接
請
求
等
の

住
民
参
加
制
度
と
い
う
一
般
的
制
度
に
加
え
て
、
分
野
ご
と
に
個
別
法
に
お
い
て
住
民
参
加
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
一
般
的
制
度
と
し
て
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
地
方
特
別
法
に
関
す
る
住
民
投
票
制
度
、
地
方
自
治
法

上
の
住
民
参
加
制
度
と
し
て
地
方
選
挙
権
や
、
議
会
の
解
散
請
求
、
議
員
・
首
長
そ
の
他
一
定
の
役
職
員
の
解
職
請
求
、
条
例
の
制
定

改
廃
請
求
、
事
務
の
監
査
請
求
等
の
直
接
請
求
制
度
、
住
民
監
査
請
求
、
住
民
訴
訟
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
近
年
は
自
治
体
条
例
に
も

と
づ
く
住
民
投
票
制
度
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
制
度
は
、
広
い
意
味
で
の
住
民
参
加
制
度
に
含
ま
れ
る
が
、
地
方
選
挙
権
の
行
使
や
条
例
の
制
定
・
改
廃
請
求
、
解
職

請
求
等
は
政
治
的
な
参
加
す
な
わ
ち
立
法
過
程
へ
の
参
加
で
あ
り
、
住
民
訴
訟
や
住
民
監
査
請
求
等
は
、
司
法
過
程
へ
の
参
加
で
ぬ
暇
、

本
稿
の
対
象
と
す
る
行
政
決
定
過
程
に
お
け
る
住
民
参
加
制
度
と
は
異
な
る
。

次
に
、
行
政
手
続
き
に
関
す
る
一
般
法
で
あ
る
行
政
手
続
法
上
の
聴
聞
等
の
参
加
手
続
が
あ
麺
・
同
法
は
、
社
会
保
障
法
分
野
に
つ

い
て
包
括
的
に
適
用
除
外
と
は
し
て
い
な
い
が
、
社
会
保
障
に
関
す
る
多
く
の
行
政
処
分
が
適
用
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
塗
嬬
）

従
っ
て
、
個
々
の
処
分
に
際
し
て
、
被
処
分
者
た
る
住
民
の
参
加
手
続
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
社
会
保

障
立
法
の
規
定
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
本
稿
で
は
社
会
保
障
法
の
中
で
も
直
接
的
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
分
野
に
限
定
し
て
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
尚
、
介
護
保
険
法
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
頂
く
。
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こ
の
よ
う
に
社
会
保
障
に
関
す
る
基
本
法
で
は
、
基
本
理
念
な
い
し
目
的
規
定
に
明
確
に
参
加
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

（
幻
）

基
本
法
の
理
念
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
等
の
個
別
法
の
理
念
や
目
的
規
定
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

障
害
者
基
本
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
目
的
規
定
で
、
「
障
害
者
の
自
立
と
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
へ
の

参
加
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
一
条
）
」
と
規
定
す
る
。
同
時
に
、
同
法
の
基
本
的
理
念
と
し
て
「
す
べ
て
障
害
者
は
、
社

会
を
榊
成
す
る
一
員
と
し
て
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
へ
の
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る

（
三
条
）
」
と
し
、
す
べ
て
の
障
害
を
も
つ
人
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
参
加
を
保
障
し
、
促
進
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

４
保
健
・
医
療
・
福
祉
立
法
に
お
け
る
住
民
参
加
制
度

そ
れ
で
は
、
個
別
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
立
法
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

あ
る
と
規
定
す
る
。

３
社
会
保
障
に
関
す
る
基
本
法
に
お
け
る
住
民
参
加
の
位
霞
づ
け

ま
ず
、
個
別
法
の
上
位
法
規
で
あ
る
基
本
法
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
み
る
。
社
会
保
障
立
法
に
お
け
る
基
本
法
と
し
て
は
、
高
齢
者
に

関
す
る
高
齢
社
会
対
策
基
本
法
と
、
障
害
を
も
つ
人
に
関
す
る
障
害
者
基
本
法
の
二
つ
が
あ
る
。

高
齢
社
会
対
策
基
本
法
は
、
そ
の
基
本
理
念
で
「
国
民
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
就
業
そ
の
他
の
多
様
な
社
会
活
動
に
参
加
す
る
機
会
が

確
保
さ
れ
る
」
（
二
条
二
項
）
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
多
様
な
社
会
活
動
へ
の
参
加
の
機
会
が
国
民
に
対
し
て
保
障
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
同
法
は
ま
た
、
国
が
簡
齢
社
会
対
策
を
実
施
す
る
際
に
は
、
「
国
民
の
意
見
を
国
の
施
策
に
反
映

さ
せ
る
た
め
の
制
度
を
整
備
す
る
も
の
（
一
四
条
亘
と
し
て
お
り
、
国
民
の
意
見
表
明
を
可
能
に
す
る
制
度
の
整
備
が
国
の
義
務
で

い
→
念
。
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別
表
１
は
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
立
法
上
に
規
定
さ
れ
る
行
政
決
定
過
程
へ
の
参
加
制
度
に
つ
い
て
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
政
決
定
過
程
に
お
い
て
、
住
民
も
含
め
行
政
決
定
機
関
以
外
の
者
が
関
与
し
意
見
表
明
す
る
制
度
を
総

じ
て
「
参
加
制
度
」
と
し
て
概
観
し
、
そ
の
中
で
「
住
民
参
加
」
制
度
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
１
）
概
観
Ｉ
参
加
制
度
の
不
足
ｌ

別
表
１
は
、
便
宜
上
、
参
加
制
度
を
「
①
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
計
画
・
政
策
決
定
に
関
す
る
制
度
」
「
②
保
健
医
療
福
祉
事
業
の

実
施
に
関
す
る
制
度
」
「
③
個
人
に
対
す
る
個
別
処
分
に
関
す
る
制
度
」
に
分
類
し
て
示
し
て
い
る
。

別
表
１
を
み
る
と
、
ま
ず
、
保
健
・
医
療
，
福
祉
立
法
に
お
い
て
住
民
参
加
制
度
を
含
む
行
政
決
定
過
程
へ
の
参
加
制
度
の
数
が
非

常
に
少
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

住
民
が
参
加
す
る
制
度
と
い
っ
て
も
、
そ
の
多
く
は
、
個
別
処
分
と
り
わ
け
不
利
益
的
処
分
に
係
る
被
処
分
者
の
聴
聞
・
弁
明
手
続

（
麺
）

及
び
保
健
医
療
福
祉
事
業
の
質
を
保
障
す
る
た
め
の
、
事
業
の
開
諏
睡
・
事
業
停
止
等
に
係
る
処
分
が
中
心
で
あ
り
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で

保
健
・
医
療
・
福
祉
施
策
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
か
に
閲
し
て
最
も
重
要
で
あ
る
計
画
・
政
策
策
定
過
程
へ
の
参
加
は
極
め
て
不
十

分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
医
療
計
画
、
地
域
福
祉
計
画
、
地
域
保
健
計
画
の
策
定
過
程
等
、
法
定
の
行
政
計
画
策
定
に
限
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
以
外
は
全
く
な
い
に
等
し
い
。

ま
た
、
都
道
府
県
に
比
べ
て
市
町
村
レ
ベ
ル
の
参
加
制
度
が
極
め
て
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
の
参
加
制
度
と
し
て

は
、
地
域
医
療
計
画
策
定
過
程
へ
の
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
参
加
、
地
域
医
療
計
画
案
の
作
成
過
程
へ
の
学
識
経
験
者
団
体
の
参
加
、

都
道
府
県
障
害
者
計
画
策
定
過
程
へ
の
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
参
加
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
市
町
村
老
人
保
健
計
画

策
定
や
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
都
道
府
県
自
体
が
参
加
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
市
町
村
レ
ベ
ル
の
参
加
制
度
と
し
て
は
、
個
別
処
分
に
お
け
る
被
処
分
者
の
聴
聞
・
弁
明
手
続
及
び
事
業
の
開
始
．
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（
２
）
参
加
主
体

参
加
主
体
と
し
て
は
、
ま
ず
住
民
が
参
加
主
体
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

現
実
に
は
、
「
住
民
」
と
一
く
く
り
に
い
っ
て
も
、
重
層
的
・
複
合
的
な
概
念
で
あ
る
。
「
当
該
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
」
を
「
住
民
」

と
と
ら
え
る
と
、
本
人
、
家
族
や
関
係
者
、
本
人
・
家
族
や
関
係
者
以
外
の
一
般
住
民
、
地
区
の
役
員
、
医
者
・
看
護
婦
等
の
専
門
家
、

行
政
職
と
い
う
様
々
な
立
場
の
人
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
国
際
障
害
者
年
や
国
際
高
齢
者
年
で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
本
人
」
す
な
わ
ち
当
該
保
健
・
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
な
る
者
の
参
加
が
、
中
心
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
な
い
。

し
か
し
、
住
民
参
加
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
学
識
経
験
者
等
の
専
門
家
や
団
体
の
長
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
比

べ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
な
る
「
本
人
」
の
参
加
は
、
「
被
処
分
者
」
と
し
て
不
利
益
処
分
を
受
け
る
場
合
以
外
は
、
極
め
て
限
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
別
表
１
で
は
、
参
加
主
体
と
し
て
「
本
人
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
「
網
掛
け
」
で
示
し

停
止
等
に
係
る
処
分
の
他
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
に
設
置
さ
れ
る
国
民
健
康
保
険
運

営
協
議
会
が
参
加
す
る
場
合
と
、
市
町
村
障
害
者
計
画
策
定
に
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
が
参
加
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
市
町

村
老
人
保
健
計
画
及
び
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
「
都
道
府
県
の
意
見
を
聞
く
」
と
い
う
手
続
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
だ
け
で
、
立
法
上
住
民
の
参
加
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
う
ち
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
は
市
町
村
に
設
置
さ
れ

る
た
め
、
当
該
市
町
村
の
住
民
参
加
制
度
と
い
え
る
が
、
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
な
い
し
政
令
指
定

都
市
の
設
置
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
設
置
は
任
意
で
あ
る
。

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
皿

て
い
る
が
、
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
立
朴

保
健
・
医
療
・
福
祉
立
法
上
、
参
加
手
続
と
し
て
は
、
各
樋
謙
譲
機
関
、
協
議
機
関
を
通
じ
て
の
間
接
的
な
参
加
制
度
が
中
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心
で
あ
る
が
へ
そ
の
機
関
の
構
成
委
員
と
し
て
も

｢本
人
｣
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
｡
別
表
2
で
は
'
諮
問
機
関
や
協
議
機

関
が
参
加
主
体
と
な
っ
て
い
る
場
合
の
'
当
該
機
関
の
構
成
委
員
を
示
し
て
い
る
｡
構
成
委
員
と
し
て

｢本
人
｣
が
含
ま
れ
て
い
る
も

の
は
'
都
道
府
県
医
療
審
議
会
､
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
み
で
あ
る
｡
都
道
府
県
な
い
し
市
町
村
に
設
置
さ
れ
る
地
方
障
害
者

施
策
推
進
協
議
会
に
つ
い
て
は
'
国
レ
ベ
ル
の
諮
問
機
関
で
あ
る
中
央
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
に
報
じ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
が
'
中

央
協
議
会
の
構
成
委
員
に

｢本
人
｣
た
る

｢障
害
者
｣
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
地
方
レ
ベ
ル
で
は
条
例
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
｡
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
､
都
道
府
県

(市
町
村
)
児
童
福
祉
審
議
会
'
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
等
に
つ
い
て
は
'
学
級

経
験
者
等
の
専
門
家
や
サ
ー
ビ
ス
の
捷
供
者
は
含
ま
れ
る
も
の
の
､
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
な
る
者
の
参
加
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
.

(3
)
参
加
段
階

(29)

行
政
決
定
過
程
と
い
っ
て
も
'
実
際
に
は
多
様
な
段
階
が
あ
る
｡

す
な
わ
ち
実
際
に
は
､
①
問
題
発
見
段
階
'
②
調
査

･
企
画
段
階
､

③
計
画
作
成
段
階
､
④
計
画
調
整
段
階
'
⑤
計
画
決
定
段
階
'
⑥
実
施
の
た
め
の
準
備
段
階
'
⑦
実
施
段
階
'
⑧
評
価
段
階
の
各
段
階

が
あ
り
'
さ
ら
に
評
価
段
階
か
ら
出
て
き
た
課
題
や
要
望
が
新
た
な
問
題
発
見
段
階
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
新

た
な
行
政
決
定
過
程
へ
と
継
続
的
に
つ
な
が
っ
て
い
絹
｡

し
か
し
現
行
法
上
の
参
加
制
度
は
'
行
政
決
定
過
程
の
中
で
の
'
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
参
加
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
全
く
規
定

さ
れ
て
い
な
い
か
'
も
し
-
は
'
そ
の
1
部
分
の
段
階
の
み
へ
参
加
す
る
制
度
に
す
ぎ
な
い
｡

都
道
府
県
医
療
計
画
の
策
定
過
程
に
つ
い
て
み
る
と
'
医
療
を
受
け
る
立
場
に
あ
る

｢本
人
｣
は

｢都
道
府
県
医
療
審
議
会
｣
を
通

じ
て
意
見
表
明
し
う
る
が
'
上
記
の
③
の
段
階
に
あ
た
る
当
該
医
療
計
画

｢案
｣
の
作
成
段
階
へ
は
学
織
経
験
者
の
団
体
の
意
見
聴
取

の
み
が
並
務
づ
け
ち
れ
'
｢本
人
｣
の
参
加
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
こ
か
ら
'
｢本
人
｣
の
参
加
は
､
計
画
案
が
で
き
て
か
ら
の
参
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（
４
）
参
加
形
態

現
行
法
上
の
参
加
形
態
は
、
意
見
聴
取
・
諮
問
が
主
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
分
野
に
お
け
る
住
民
参
加

と
し
て
ど
の
よ
う
な
参
加
の
形
態
が
適
切
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

多
様
な
意
見
・
要
望
を
も
つ
立
場
の
異
な
る
住
民
の
意
見
を
表
明
・
反
映
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
保
健
・
医
療
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
対
象
と
な
る
「
本
人
」
に
あ
た
る
高
齢
者
、
障
害
を
も
つ
人
、
患
者
等
が
実
際
に
利
用
で
き
る
、
利
用
し
や
す
い
形
態
が
必
要

加
、
す
な
わ
ち
④
の
意
見
調
整
段
階
か
ら
の
み
関
与
す
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
以
外
の
現
行
法
上
の
制
度
で
は
、
個
別
処
分
に
際
す

る
聴
聞
等
の
参
加
制
度
以
外
は
、
行
政
決
定
過
程
の
ど
の
段
階
へ
の
参
加
で
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
「
本
人
」
参
加
が
形
式

的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
前
に
既
に
実
質
的
内
容
が
確
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
一
因
が
こ
の
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
現
行
法
上
の
参
加
制
度
は
、
ほ
と
ん
ど
が
個
別
事
項
に
つ
い
て
の
制
度
で
あ
り
、
恒
常
的
・
継
続
的
な
参
加
制
度
に
な
っ
て

は
い
な
い
。
例
外
と
し
て
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
国
保
運
営
協
議
会
は
、
重
要
な
国
保
事
業
全
般
に
つ
い
て
恒
常
的
・
継
続
的
に

群
議
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
市
町
村
障
害
者
計
画
策
定
や
地
域
医
療
計
画
策
定
過
程
へ
の
、
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
な

い
し
都
道
府
県
医
療
審
議
会
等
を
通
じ
て
の
参
加
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
計
画
策
定
過
程
の
み
へ
の
参
加
で
あ
り
、
計
画
に
即
し
て
具

体
化
す
る
た
め
の
行
政
決
定
過
程
や
、
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
施
策
の
評
価
段
階
等
に
つ
い
て
は
、
参
加
は
制
度
的
に
保
障
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
時
的
な
住
民
参
加
に
と
ど
ま
り
、
新
た
な
問
題
発
見
段
階
へ
と
つ
な
が
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

一
つ
の
決
定
へ
の
参
加
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
施
策
の
実
施
・
評
価
段
階
か
ら
出
て
き
た
問
題
点
・
要
望
を
ふ
ま
え
て
、
よ
り
住
民
に
と
っ

て
望
ま
し
い
施
策
へ
と
改
善
・
改
良
し
て
い
く
た
め
の
継
続
的
’
恒
常
的
な
参
加
制
度
は
、
現
行
法
上
で
ほ
と
ん
ど
規
定
さ
れ
て
い
な

い
と
い
え
る
。
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で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
住
民
参
加
の
形
態
の
適
切
さ
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
都
市
計
画
法
等
、
他
の
分
野
に
お
い
て
は
、
実
定
法
上
「
意
見
書
の
提
出
」
、
「
公
聴
会
」
、
「
諮
問
機
関
へ
の
諮
問
」
と
い
っ

た
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
近
年
各
地
で
取
り
組
ま
れ
て
き
て
い
る
「
住
民
全
員
合
意
方
式
」
「
協
議
会
方
式
」

（
釦
）

「
事
前
説
明
会
制
度
」
等
の
実
践
が
、
新
た
な
住
民
参
加
、
ン
ス
テ
ム
と
し
て
行
政
法
学
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

そ
の
際
に
、
特
定
の
行
政
決
定
過
程
に
一
つ
の
参
加
形
態
が
あ
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
く
、
協
議
機
関
へ
の
参
加
、
諮
問
機
関
へ
の

参
加
、
団
体
を
通
じ
て
の
参
加
、
個
人
と
し
て
の
参
加
等
、
平
行
し
た
複
数
の
ル
ー
ト
を
用
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
制
度
的

に
参
加
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
住
民
団
体
や
住
民
個
人
か
ら
の
意
見
表
明
が
さ
れ
た
場
合
の
応
答
義
務
に
つ
い
て
も
明
確
に
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。

指
摘
で
き
る
。

第
一
に
、
自
治
体
レ
ベ
ル
の
行
政
決
定
に
関
わ
る
参
加
制
度
の
数
自
体
が
不
足
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
都
道
府
県
に
比
べ
て
市
町

村
レ
ベ
ル
の
参
加
制
度
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

第
二
に
、
参
加
主
体
と
し
て
、
住
民
と
り
わ
け
サ
ー
ビ
ス
の
直
接
の
対
象
と
な
る
「
本
人
」
の
位
置
づ
け
が
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
。

諮
問
・
意
見
聴
取
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
諮
問
機
関
や
協
議
機
関
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、
専
門
家
や
学
識
経
験
者
の
み
で
榊
成
さ
れ

て
い
る
も
の
が
多
く
、
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
や
国
レ
ベ
ル
の
障
害
者
プ
ラ
ン
の
策
定
過
程
で
「
本
人
」
参
加
が
義
務
づ
け
ら
れ

５
現
行
保
健
・
医
療
・
福
祉
立
法
上
の
住
民
参
加
制
度
の
特
徴

以
上
、
個
別
法
に
お
け
る
住
民
参
加
制
度
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
検
討
か
ら
、
社
会
保
障
立
法
上
に
お
い
て
現
在
制
度
化
さ
れ
て
い
る
住
民
参
加
制
度
の
特
徴
点
と
し
て
、
以
下
の
点
が
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三
今
後
の
課
題
ｌ
実
質
的
に
機
能
し
う
る
住
民
参
加
制
度
の
構
築
に
む
け
て
ｌ

本
稿
で
は
、
現
行
社
会
保
障
立
法
上
の
自
治
体
レ
ベ
ル
の
住
民
参
加
制
度
の
特
徴
と
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
参
加
の
必

要
性
が
国
内
外
で
強
調
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
法
上
の
制
度
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
未
だ
極
め
て
不
十
分
な
も

の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
制
度
が
現
実
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
、
機
能
し
て
い
な
い
か
と
い
う
点
ま
で
踏
み
込
ん

で
は
検
討
で
き
て
い
な
い
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
現
実
の
機
能
も
ふ
ま
え
て
、
現
行
の
住
民
参
加
制
度
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て

（
漣
）

い
く
と
と
も
に
、
社
会
保
障
法
分
野
で
ど
の
よ
う
な
住
民
参
加
制
度
が
望
ま
し
い
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
に
重
要
な
こ
と
は
、
国
の
立
法
や
自
治
体
の
条
例
等
に
基
づ
い
て
住
民
参
加
制
度
が
「
存
在
す
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
実

際
に
住
民
参
加
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
わ
が
国
の
社
会
的
・
経
済
的
状
況
、
住
民
の
生
活

様
式
や
生
活
実
態
、
住
民
の
参
加
意
識
、
自
治
体
に
あ
る
既
存
の
様
々
な
仕
組
み
の
実
際
上
の
役
割
等
を
ふ
ま
え
て
、
わ
が
国
に
お
い

て
い
る
以
外
は
、
「
本
人
」
や
「
家
族
」
「
関
係
者
」
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
側
の
参
加
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
専
門
家
や

学
識
経
験
者
以
外
の
一
般
住
民
の
参
加
に
つ
い
て
も
不
十
分
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
参
加
し
う
る
行
政
決
定
過
程
上
の
段
階
が
限
定
さ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
国
保
運
営
協
議
会
の

よ
う
な
恒
常
的
・
継
続
的
な
参
加
制
度
は
他
に
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
半
は
特
定
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
の
一
時
的
な
参
加
制
度
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
時
的
な
参
加
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
決
定
段
階
へ
の
参
加
、
ま
た
、
実
施
・
評
価
段
階
か

ら
新
た
な
問
題
発
見
段
階
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
過
程
へ
の
参
加
は
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
。

第
四
に
、
参
加
形
態
に
つ
い
て
も
大
半
が
意
見
聴
取
と
諮
問
機
関
へ
の
諮
問
と
い
う
形
態
に
限
ら
れ
て
お
り
、
今
後
、
保
健
・
医
療
・

福
祉
に
お
け
る
参
加
形
態
の
適
切
な
在
り
方
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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へ注
１
￣〆

て
住
民
参
加
が
実
際
に
機
能
す
る
た
め
の
条
件
や
、
住
民
参
加
を
妨
げ
る
要
因
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〆白､

６
、－〆

ゴー、

５
，－〆

〆￣、

４
、－〆

￣、

３
，－〆

ニーー

２
、￣

一
九
九
三
年
四
月
一
四
日
厚
生
省
告
示
第
一
一
七
号
「
国
民
の
社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基

本
的
な
指
針
」
参
照
。
ま
た
、
中
央
社
会
福
祉
群
議
会
の
意
見
具
申
「
ポ
ラ
ン
ー
ナ
ィ
ァ
活
動
の
中
長
期
的
な
振
興
方
策
に
つ
い
て
」
も
同
趣

一
九
九
○
年
八
月
一
日
厚
生
省
社
三
七
七
号
「
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
」
は
、
改
正
の
趣
旨
と
し
て
、

国
民
生
活
の
多
様
化
等
の
状
況
を
ふ
ま
え
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
福
祉
の
一
層
の
墹
進
を
図
る
た
め
、
在
宅
棡
祉
サ
ー
ビ
ス
と
施
設

柵
祉
サ
ー
ビ
ス
と
を
地
域
の
実
状
に
応
じ
て
一
元
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
体
制
を
進
め
る
」
と
し
て
い
る
。

我
々
の
実
施
し
た
三
町
村
に
お
け
る
一
連
の
調
盗
か
ら
こ
の
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。
調
査
結
果
は
別
稿
に
譲
る
が
、
一
九
九
七
年
二
月
か

ら
九
八
年
一
月
に
か
け
て
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
中
間
ま
と
め
と
し
て
、
河
合
克
義
、
矢
島
香
子
「
地
域
医
療
と
住
民
参
加
ｌ
沢

内
村
・
松
川
川
・
八
偲
村
調
振
（
中
川
報
告
）
ｌ
」
国
民
医
療
研
究
所
所
報
四
一
一
号
、
一
九
九
九
年
、
五
四
－
六
八
頁
。

そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
自
治
体
に
お
け
る
住
民
参
加
制
度
の
実
態
の
把
握
と
、
実
態
を
ふ
ま
え
て
住
民
参
加
を
実
質
的
に
機
能
さ
せ
る

諸
条
件
に
つ
い
て
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
実
態
調
査
を
ふ
ま
え
た
分
析
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。
（
日
本
社
会
保
障
法
学
会

「
社
会
保
障
法
」
一
五
号
、
法
徽
文
化
社
に
掲
戦
予
定
。
）

国
際
障
害
者
年
に
お
け
る
参
加
に
つ
い
て
は
、
井
上
英
夫
「
障
害
を
も
つ
人
と
参
政
権
」
法
律
文
化
社
、
一
九
九
三
年
、
六
’
七
頁
、
同

「
障
害
者
の
人
権
保
障
を
め
ぐ
る
国
際
的
動
向
と
堀
木
訴
訟
」
法
律
時
報
五
四
巻
七
号
四
五
頁
参
照
。

「
高
齢
者
の
た
め
の
国
連
原
則
」
目
『
Ｐ
『
・
日
本
語
訳
は
井
上
英
夫
「
資
料
と
解
説
国
際
尚
齢
者
年
と
国
際
行
動
計
画
」
日
本
高
齢
者

運
動
連
絡
会
、
’
九
九
八
年
二
九
－
三
二
頁
参
照
。

旨
で
あ
る
と
い
え
る
。

一
九
九
○
年
八
月
一
日
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二■、〆■へ－－_、

１９１１３１７１６
、－グ、－プ、－＝、-〆

〆￣、￣、

１５１４
、－〆、－〆

多角～

１３
、－〆

－、

１２
－ン

（
、
）

－、

１０
－＝

（
７
）

（
８
）

（
９
）

井
上
英
夫
「
健
康
権
と
地
域
医
療
・
住
民
参
加
」
国
民
医
療
研
究
所
所
報
四
二
号
、
’
九
九
九
年
、
六
九
－
七
九
頁
。

遠
藤
・
前
掲
「
社
会
保
障
に
お
け
る
参
加
〈
権
）
の
根
拠
に
つ
い
て
」
五
一
九
頁
。

井
上
’
前
掲
「
健
康
権
と
地
域
医
療
・
住
民
参
加
」
六
九
’
七
九
頁
。

国
民
医
擦
研
究
所
地
域
医
療
総
合
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
し
た
地
域
医
撫
研
究
の
一
環
と
し
て
、
地
域
医
療
の
確
立
に
不
可
欠
な
住
民

参
加
に
つ
い
て
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
三
町
村
に
お
け
る
住
民
意
識
調
査
は
こ
の
作
業
の
一
環
で
あ
る
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告

遠
藤
昇
三
「
社
会
保
嘩

五
一
七
－
五
三
四
頁
。

「
高
齢
者
の
た
め
の
国
連
原
則
」
日
『
⑤
．
①

「
高
齢
者
の
た
め
の
国
連
原
則
」
目
司
Ｐ
ヨ

ァ
ル
マ
・
ア
ダ
宣
言
に
お
け
る
参
加
に
つ
い
て
は
、
宮
坂
忠
夫
編
「
地
域
保
健
と
住
民
参
加
」
第
一
出
版
、
’
九
八
四
年
、
序
七
’
九
頁
、

井
上
英
夫
「
健
康
権
と
患
者
の
権
利
Ｉ
自
己
決
定
と
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
ー
」
社
会
福
祉
研
究
七
○
号
、
一
九
九
七
年
、
一
三

四
－
一
四
三
頁
等
参
照
。

看
護
職
員
条
約
に
つ
い
て
は
、
井
上
英
夫
「
看
護
・
看
護
制
度
の
あ
り
方
」
国
民
医
療
研
究
所
編
「
霧
護
が
変
わ
る
－
看
謹
労
働
の
未
来
と

展
望
」
労
働
旬
報
社
、
一
九
八
八
年
、
九
五
－
’
三
一
一
一
頁
参
照
・

住
民
参
加
一
般
の
根
拠
と
し
て
、
小
高
剛
「
住
民
参
加
の
法
制
度
的
展
開
」
原
田
尚
彦
・
兼
子
仁
「
自
治
体
行
政
の
法
と
制
度
」
学
陽
書
房
、

一
九
八
○
年
、
一
二
五
－
一
二
九
頁
等
参
照
。

社
会
保
障
法
の
学
説
で
は
、
必
ず
し
も
国
レ
ベ
ル
の
参
加
と
自
治
体
レ
ベ
ル
の
住
民
参
加
を
厳
密
に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
は
い
な
い

の
で
、
こ
こ
で
は
社
会
保
障
分
野
に
お
け
る
「
参
加
」
一
般
の
根
拠
を
挙
げ
て
い
る
。

橋
本
宏
子
「
住
民
参
加
と
法
」
日
本
評
論
社
、
’
九
九
一
年
、
同
「
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
参
加
手
続
」
輝
峻
淑
子
『
公
共
サ
ー
ビ
ス
と

国
民
生
活
」
産
業
統
計
研
究
社
、
’
九
八
三
年
、
一
五
八
－
一
九
二
頁
。

小
川
政
亮
「
社
会
保
障
の
権
利
」
「
権
利
と
し
て
の
社
会
保
障
」
頸
草
瞥
房
、
一
九
六
四
年
一
二
○
－
一
四
○
頁
。

遠
藤
昇
三
「
社
会
保
障
に
お
け
る
参
加
（
椎
）
の
根
拠
に
つ
い
て
」
前
田
達
男
他
縄
「
労
働
法
学
の
理
論
と
課
題
」
有
斐
閲
、
一
九
八
八
年
、
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グー

２７
－プ

－～

２６
、－〆

〆￣、

２５
、－〆

〆～－、￣、

２３２２２１
－〆～〆～〆

_

２４
、－〆

（
卯
）

前
掲
注
（
卯
）
参
照
。

小
高
・
前
掲
「
住
民
参
加
の
法
制
度
的
展
開
」
一
一
八
－
二
九
頁
参
照
。
こ
こ
で
は
住
民
参
加
制
度
に
つ
い
て
、
立
法
過
程
へ
の
参
加
、

司
法
過
程
へ
の
参
加
、
行
政
過
程
へ
の
参
加
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

小
高
は
、
被
処
分
者
に
つ
い
て
の
事
前
行
政
手
続
き
を
「
個
人
主
義
的
権
利
保
護
制
度
」
と
し
て
の
性
格
が
強
い
た
め
、
住
民
参
加
制
度
と

は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
（
前
掲
・
’
二
八
’
一
二
九
頁
）
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
前
述
の
と
お
り
、
行
政
決
定
過
程
に
お

け
る
「
住
民
」
の
意
見
表
明
の
た
め
の
制
度
を
広
く
住
民
参
加
制
度
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
検
討
対
象
に
含
め
て
い
る
。

行
政
手
続
法
上
の
「
申
請
に
基
づ
く
処
分
」
に
は
社
会
福
祉
立
法
に
お
け
る
「
措
悩
」
に
関
す
る
処
分
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
「
不
利
益

処
分
」
に
つ
い
て
も
、
個
別
立
法
の
中
で
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
社
会
保
障
行
政
に
お
け
る
行
政
手
続
法
の
適
用
関
係
に

つ
い
て
は
、
神
長
勲
「
福
祉
行
政
と
行
政
手
続
法
」
青
山
法
学
論
集
三
六
巻
一
一
・
三
号
、
一
九
九
四
年
、
田
村
和
之
「
福
祉
行
政
」
法
律
時

報
六
五
巻
六
号
、
一
九
九
三
年
、
橋
本
宏
子
「
福
祉
行
政
と
法
」
尚
学
社
、
一
九
九
五
年
、
岡
田
正
則
「
社
会
保
障
領
域
で
の
受
益
的
行
政

行
為
の
取
消
し
と
行
政
手
続
き
の
課
題
」
行
財
政
研
究
三
一
号
、
一
九
九
七
年
等
参
照
。

橋
本
宏
子
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
地
方
自
治
体
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
「
福
祉
を
創
る
」
一
九
九
五
年
、
三
○
九
－
一
一
二
○
頁
で
は
、
行
政
手
続

上
の
不
利
益
処
分
に
か
か
わ
る
手
続
が
適
用
除
外
と
な
る
福
祉
立
法
上
の
措
置
を
示
し
て
い
る
。

身
体
障
害
者
福
祉
法
二
条
二
項
で
は
「
す
べ
て
身
体
障
害
者
は
、
社
会
を
榊
成
す
る
一
員
と
し
て
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分

野
の
活
動
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
他
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
法
一
条
、
二
条
四

香
と
し
て
「
地
域
医
療
と
住
民
参
加
」
国
民
医
療
研
究
所
所
報
四
二
号
、
一
九
九
九
年
。

住
民
参
加
の
一
つ
の
典
型
的
な
見
解
と
し
て
、
住
民
が
地
方
の
事
務
の
処
理
に
関
与
す
る
場
合
の
う
ち
、
①
行
為
の
主
体
は
住
民
と
し
て
私

人
の
資
格
で
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
行
為
の
内
容
は
能
動
的
行
為
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
相
手
方
は
そ
れ
を
受
け
る
義
務
の
み
を
負
う
行

為
で
あ
る
こ
と
、
③
相
手
方
は
事
務
処
理
の
当
事
者
で
あ
る
こ
と
、
の
三
要
件
に
当
た
る
場
合
と
す
る
説
が
あ
る
。
柳
瀬
良
幹
「
「
住
民
参

加
」
の
定
義
に
つ
い
て
」
自
治
研
究
五
○
巻
二
号
、
五
一
頁
以
下
。
本
稿
で
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
よ
ら
な
い
。

前
掲
注
（
卯
）
参
照
。
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条
や
老
人
福
祉
法
三
条
二
項
等
の
目
的
規
定
な
い
し
基
本
理
念
の
規
定
に
お
い
て
参
加
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
詔
）
し
か
し
個
人
の
個
別
処
分
に
際
す
る
聴
聞
手
続
等
の
手
続
自
体
に
つ
い
て
も
現
行
制
度
上
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
で
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
全
く
異
論
が
な
い
。

（
豹
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
行
政
過
程
論
の
分
野
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
塩
野
宏
は
「
行
政
過
程
の
範
囲
を
、
政

策
な
い
し
法
律
の
実
行
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
あ
り
方
は
極
め
て
多
様
性
に
富
む
」
と
指
摘
す
る
。
（
塩
野
宏
「
行
政
過
程
総
説
」

雄
川
一
郎
他
編
「
行
政
法
体
系
第
二
巻
」
有
斐
閤
、
一
九
八
四
年
、
六
１
七
頁
参
照
。
）

（
犯
）
日
本
社
会
保
障
法
学
会
「
社
会
保
障
法
」
一
五
号
、
法
律
文
化
社
掲
載
予
定
論
文
を
参
照
。

（
弧
）
阿
部
泰
隆
「
行
政
の
法
シ
ス
テ
ム
（
下
）
」
有
斐
閣
、
’
九
九
二
年
、
五
五
八
’
五
七
四
頁
。

（
犯
）
自
治
体
の
福
祉
行
政
に
お
け
る
住
民
参
加
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
自
治
体
職
員
が
自
主
的
に
議
論
、
検
討
を
進
め
て
き
た
事
例
と
し
て
、
近

年
の
金
沢
市
の
試
み
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
成
果
は
「
福
祉
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
グ
ル
ー
プ
論
文
集
福
祉
行
政
と
住
民
参
加
」
（
金
沢
市
政
策
研
究

セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。



Ｃ⑤

【
別
表
１
】
保
健
・
医
療
・
福
祉
立
法
に
お
け
る
参
加
制
度

①
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
計
画
・
政
策
決
定
に
関
す
る
制
度

（霊望）顕＄鑑珊翼殺潰

法
律

根
拠
条
項

行
政
決
定

参
力
１
１
該
当
事
項

参
加
主
体

参
加
形
態

義
務

つ
け

医
療
法

3
0
条
の
３
，
９
項

都
道
府
県

医
療
計
画
案
の
作
成

学
識
経
験
者
の
団
体

意
見
聴
取

義
務

医
療
法

3
0
条
、
３
，
１
０
項
都
道
府
県

医
療
計
画
の
策
定
、
変
更

蕊
饗
讓
騨
琴
零
含
蕊
篝

意
見
聴
取

義
務

医
療
法

3
0
条
、
３
，
１
０
項

都
道
H
L
f
県
医
療
計
画
の
策
定
、
変
更

市
町
村

意
見
聴
取

義
務

医
療
法

国
民
健
康
保
険
法

3
0
条
の
４

1
1
条

都
道
府
県

市
町
村

医
療
計
画
作
成
の
手
法
そ
の
他
技
術
的
事
項

国
民
漣
M
f
保
険
事
業
の
運
営
に

審
議

1
１
０
す
る
重
要
事
項
の

厚
生
大
臣

国
民
健
康

ﾛ
ﾛ
P
ﾛ
p
I
l
Ⅱ

保
険
運
誉
t
i
i
議
会

助
言

審
議

任
意

義
務

国
民
健
康
保
険
法

老
人
傑
健
法

1
2
条

4
6
条
の
１
８
，
６
項

市
町
村

市
町
村

条
例
の
制
定
又
は
改
塵

市
町
村
老
人
保
健
i
i
i
画
の
蹴
定
、
変
更

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県

協
議

意
見
聴
取

義
務

義
務

地
域
保
健
法

1
1
条

都
道
府
県

(
注
２
）

j
l
l
域
保
健
・
保
健
所
の
運
営
に
関
す
る
事
項
の
審
議

保
健
所
運
営
協
議
会

審
議

任
意

地
域
保
健
法

2
1
条
３
項

都
道
M
f
県

人
材
確
保
支
援
計
画
の
策
定
、
変
更
(
3
)

蒋
定
市
町
村

意
見
聴
取

義
務

母
子
保
健
法

7
条

都
道
府
県

母
子
保
健
に
閲
す
る
事
項

都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
△

(
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
ヂ

鯏
査
､
審
識
､
藷

問
、
意
見
具
申

任
意

母
子
保
健
法

7
条

市
町
村

母
子
保
健
に
関
す
る
事
項

市
町
村
児
童
福
祉
審
議
会
離
鰯
霧

任
意

障
害
者
基
本
法

障
害
者
基
本
法

7
条
の
２
，

８
項

5
項
、

7
条
の
２
，
５
項

8
項

、

都
道
府
県

市
町
村

都
道
府
県
障
害
者
計
画
の
策
定
、
変
更

市
町
村
障
害
者
計
画
の
策
定
、
変
更

地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議

会地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議

会
（
任
意
設
償
）

意
見
聴
取

意
見
聴
取

義
務

義
務

児
童
福
祉
法

老
人
福
祉
法

2
1
条
の
３
，
３
項

2
0
条
の
８

都
道
府
県

市
町
村

指
定
育
成
医
療
等
に
関
す
る
診
蝋
報
酬
額
の
決
定

老
人
福
祉
計
画
の
策
定
又
は
変
更

社
会
保
険
診
療
#
M
酬
支
払
い

基
金
法
に
基
づ
く
審
査
委
員

都
道
府
県

意
見
聴
取

意
見
聴
取

義
務

義
務



②
保
健
・
医
療
・
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す
る
制
度

慧
道
府
県
医
療
審
議
会

（観延ヨ題）韓璽一望剖篝簿ｅ製一畢三輸塑や一一岬一一鵯呈誕矧鰹牽鞘轄「③
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鵬鵬鵬鵬鵬鵬鵬
育意意意宥意育

地
方
社
会
福
祉
審
議
会

法
律

根
拠
条
項

行
政
決
定

参
加
該
当
事
項

参
加
主
体

参
加
形
態

義
務

つ
け

医
療
法

7
条
２

、
5
項

都
遭
府
県

病
院
等
の
開
設
の
不
許
可

瀞遺'111県露療審議会１１';jlii1i舟:
意
見
聴
取

義
務

医
療
法

2
9
条
４
項

都
道
府
県

地
域
医
療
支
援
病
院
の
承
認
の
取
梢

!
'
繍
灘
i
霧
纏
療
審
議
会

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
1

意
見
聴
取

義
務

医
療
法

3
0
条

都
道
府
県

施
設
の
使
用
制
限
、
施
設
管
理
舌
の
変
更
、
開
設
許

可
の
取
i
W
等
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■
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申
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■
T
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醸
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蕊
鍵
l
織
騨
蝉

■
Ⅱ
p
J
I
■
ﾛ
ﾛ
■
■
１

－
－
:
Ｉ
ｉ
ｉ
」

■
=
＋
5
-

弁
ﾛ

聴
欄
|
な
い
し

義
務

医
療
法

医
療
法

3
0
条
の
７

3
6
条

都
道
M
f
県

都
道
府
県

の
癩
院
の
開
設
、
病
床
数

変
更
の
勘

且
二
口

公
的
医
療
機
関
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

翻
道
府
県
窪
療
審
議
会
騨
蕊
！

公
的
医
療
機
関
運
営
審
議
会

意
見
聴
取

調
査
、
審
議

義
務

任
意

医
療
法

4
5
条
２
項

都
道
府
県

医
療
法
人
設
立
の
認
可

ﾛ
■
や
P
屯
P
｡
'
■
■
-
■

Ⅱ
■
■
ﾛ
■
Ｐ
⑤
I
Ⅱ
■
￣
■
￣

;
ｉ
ｉ
鑓
蕊
慶
鰭
!
:
議
会

意
見
聴
取

義
務

医
療
法

5
5
条
４
項

都
道
府
県

医
療
法
人
解
散
の
認
可

都
道
關~｡=+-
,
-
-
＋
－
５

+
G
＋
= 蕊
磯
議
議

4
１

意
見
聴
取

義
務

医
療
法

6
4
条
３
項

都
道
府
県

医
療
法
人
の
業
務
停
止
命
令
、
役
目
の
解
任
勧
告

a
都鹸
藁
i
j
蕊
議

－
－
-
F
-
凸
一
十
G
+
＋
５
＝
＋
台
｡
1
ｺ
G
刊
＋
G
B
＋
+
G
千

一
-
－
「
｡
=
＋
で
｡
＋
午
G
十
－
号
5
曲
■
｡
＋
1
q
I
F
G
G
1

意
見
聴
取

義
務

医
療
法

6
6
条
２
項

都
道
府
県

医
療
法
人
設
立
の
認
､
1
.
取
梢

;
孟
都
道
)
蒋
県
暖
療
審
議
会
|
熟
塞

意
見
｣
穂
取

義
務

医
療
法

6
7
条

都
道
府
県

医
療
法
人
の
設
立
、
解
散
の
認
可
、
法
令
迩
反
に
対

す
る
処
分
等

寸曜

：
明
な
い
し

i
開

義
務

老
人
保
健
法

4
6
条
の
１
５
，
２
項
都
道
府
県

施
設
の
許
可
取
梢

■

'
;
}
:
鄭
道
Ｎ
ｉ
【
県
医
蝋
審
議
会

可

意
見
｣
聴
取

義
務

身
体
障
害
者
福
祉
法

1
5
条
２
項

都
道
府
県

医
師
の
指
定

地
方
社
会
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

義
務

身
体
障
害
者
福
祉
法

1
9
条
の
２
，
５
項

都
道
府
県

医
療
機
関
の
指
定

地
方
社
会
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

義
務

身
体
障
害
新
福
祉
法

1
9
条
の
２
，
５
項

都
道
府
県

医
療
機
関
の
指
定
の
取
消

地
方
社
会
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

義
務

身
体
障
害
者
福
祉
法

ｲ
0
条
２
項
、
４
１
条

都
道
府
県

事
業
の
停
止
、
制
限

地
方
社
会
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

義
務

精
神
保
健
及
び
精
神

障
誓
者
福

1
9
条
の
９

都
道
府
県

病
院
の
指
定
取
消
し

地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

義
務

児
童
福
祉
法

老
人
福
祉
法

4
6
条
４
項

1
8
条
の
２
，
２
項

都
道
府
県

都
道
府
県

施
設
の
業
務
停
止

事
業
の
刺
'
1
N
又
は
停
止

児
童
相
談
所
長

地
方
社
会
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

意
見
蕊
取

義
務

義
務



餌③

老
人
福
祉
法

都
道
府
県

地
方
社
会
福
祉
審
議
会

１
９
条
２
項

意
見
聴
取

③
個
人
に
対
す
る
処
分
に
関
す
る
制
度
（
注
４
）

根
拠
条
項

行
政
決
定

参
加
形
態

身
体
障
害
者
福
祉
法

都
道
府
県

垂
騨
霧
法

身
体
障
害
者
福
祉
法

１
８
条
の
３

市
町
村

理
由
の
説
明

と
意
見
麗
取

知
的
障
害
者
福
祉
法

１
６
条
２
項

都
適
同
県
、

市
町
村

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所

知
的
障
害
者
福
祉
法

１
７
条
の
２

都
道
府
県

又
は
市
町

理
由
の
説
明

と
意
見
聡
取

ａ霊［）巾＄鰈朴湛Ｋ溝

籾
神
保
健
及
び
粕
神

障
害
者
福

２
９
条
３
項

都
道
府
県

鱒
j
1
l
襟

鍵
鶏
及
び
洲

２
９
条
の
４

都
道
府
県

意
見
聴
取

騨
雲
籍
及
び
洲

３
２
条
５
項

都
道
府
県

地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

糟
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福

４
５
条
４
項

都
道
府
県

地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

都
道
府
県

児
童
相
談
所
長

児
童
福
祉
法

３
１
条
６
項

都
道
府
県

意
見
聴
取

児
童
福
祉
法

３
３
条
の
４

都
道
府
県

市
町

意
見
聴
取

児
童
福
祉
法

６
３
条
の
２
４
項

都
道
府
県

老
人
福
祉
法

市
町
村

注
１
）
「
参
加
主
体
」
欄
の
網
掛
け
を
つ
け
た
も
の
は
、
「
本
人
」
が
関
与
す
る
制
度
煙
以
1
,
1
Ｊ
1
棟
に
示
す
。

注
２
）
政
令
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
2
5
2
条
の
1
9
第
１
項
)
、
中
核
市
（
l
i
i
2
5
2
染
の
2
2
鋪
1
項
)
、
特
別
区
を
含
む
。

注
３
）
策
定
は
任
意
。

注
４
）
行
政
手
続
法
の
参
加
制
度
は
除
外
し
て
い
る
。

注
５
）
介
護
保
険
法
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
検
討
の
対
象
か
ら
は
除
外
し
て
い
る
。

老
人
福
祉
法

1
9
条
２
項

都
道
府
県

事
業
の
廃
｣
上
又
は
認
可
取
梢

地
方
社
会
福
祉
審
議
会

意
見
聴
取

義
務

法
律

根
拠
条
項

行
政
決
定

参
加
該
当
事
項

参
加
主
体

参
加
形
態

義
務

つ
け

身
体
障
害
者
福
祉
法

1
7
条

都
道
府
県

身
体
障
害
者
手
鰻
の
返
還
処
分
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義
務

身
体
障
害
者
福
祉
法

1
8
条
の
３

市
町
村

措
置
の
解
除

１
１
i
譜
露
鍾
蕊
墨
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蕊
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理
由
の
説
明

と
意
見
麗
取

義
務

知
的
障
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9３社会保障立法における住民参加制度の現状と問題点（高田清恵）

【別表２】審議会等の構成員

(*1)政令指定都市(地方自治i虫252条の19第1項)､中核市(同252条の22第1項)､特別区を含む。

機関名 根拠項目
設置される

行政単位
構成員 備考

露織騨ｉＩＩＩｐ華｣【Lﾙﾉ↓|艸騨蟻|蟻1繊蕊’1蝿!;１

２:都適iv県屡擦霧灘繊|｝
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医療法71条の
２．２項、項、
医療法施行令
5条

都道府県こ
医師、歯科医師､薬剤師、

医療を受ける立場にある
者、学識経験者

専門の事項を
調査審議する
専門委員は学
識経験者のみ

：鍛騨溌議
騨蝋綴織i繍繍IlM聯檸![;W騒議:X難蕊

国保法11条、
国保施行令３
条～５条

市町村

被保険者を代表する委員、

保険医又は保険薬剤師を
代表する委員は、公益を
代表する委員

保健所運営協議会
地域
条

保険法1１
都道府県
(＊1）（任
意設置）

条例で定める 設置は任意

地方社会福祉協議会
社会事業法６
条～12条、社
会福祉審議令

都道府県
議員、社会福祉事業従事
者、学識経験者

都道府県児童福祉審議
△．
=

児童福祉法８
～10条、児童
福祉法施行令
2条～７条の
２

都道府県
児童又は知的障害者の福
祉に関する事業に従事す
ろ者、学識経験者

市町村児童福祉審議会

児童福祉法８
～10条、児童
福祉法施行令
2条～７条の
２

市町村
児童又は知的障害者の福
祉に関する事業に従事す
ろ者、学識経験者

地方障害者施策推進協
議会

障害者基本法
30条

都道府県

市町村
（任意設置）

条例で定める

条例で定める

中}j(j墜害者施策
推週21議会の構
成債|:行政機関
の職員､学識経
験のある者、障
害者､障害者の
福iiLに関する事
業に従割：ける者

地方精神保健福祉審議
会

精神障害者福
祉法９条～1１
条

都道府県

学識経験者、精神障害者
医療に関する事業に従事
する者、糟神障害者の社
会復帰の促進等の事業に
従事する者


